
令和７年３月号

交通安全協会
沼津地区支部

人身事故発生状況（速報値）
※（ ）前年比

管内 2月中 2月末

件 数 ８１(+4） １７３(-６)

死者数 ０ (-２)

負傷者数 ９９(+３) ２１５(-８)

詳しくは

自動二輪車・
歩行者事故増加！

ひき逃げ事故は

重大犯罪です！

負傷者の救護・救急車の要請

警察官への通報

道路における危険防止措置

三角表示板や発煙筒を使用し、周囲に危険を知らせる

静岡県内では、令和６年中にひき逃げ事故が９３件発生
（うち４件は死亡ひき逃げ事故・重傷以上はすべて検挙）

【逃げた理由】

・事故の認識を否認または半信半疑
・大したことないと思った
・事故を起こしたことが怖くなった 等

交通事故を起こしてしまったら…

ひき逃げをすると、運転免許証は原則取り消しとなり、
罰金・懲役等が科せられる刑事責任も問われます

絶対に
現場から離れず
落ち着いて

行動しましょう

119番

110番

歩行者事故
+7件※

自動二輪車事故

+5件※

※事故の不申告や救急車の到着前に現場を離れる等すると、ひき逃げに問われます

※前年比


